
第3回「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議   

「地域・家族の再生分科会」   資料1  

平成19年 4月17日   

働き方の多様化に対応した  

子育て支援サービスについて  

厚生労働省   



経済財政諮問会議労働市場改革専門委員会   

第一次報告（平成19年4月6日）のポイント  

「働き方を変える、日本を変える」－《ワークライフバランス憲章》の策定  

○ 日本の労働市場の現状をみると、様々な働き方の間に大きな「壁」が存在。こうした「壁」は、生活の豊かさ   
を享受する機会、将来に向けて意欲を持って働く機会を狭めるものであるとともに、経済成長を制約する要因   
となり、人口減少時代にあって貴重な人的資源を浪費することを意味。働くことと生活が両立できないことは、   
結婚・出産を抑制し、少子化を加速。  

○ 目指すべき10年後の労働市場の姿の実現の鍵は、「働き手が、多様で公正な働き方の選択肢から、ライフ   
スタイル、ライフサイクルにあわせて選択できるようになること」  

○ すべての就業希望者にとって充実した働き方が可能となるよう就業率の向上を図るとともに、そうした就業が   
豊かな家庭■地域生活と両立するよう、労働時間の短縮と合わせて取組みを進める。  

就業希望者が就業できるようにする  

2017年までに  

15～34歳の既卒男性の就業率を89％から93％に引上げ  
15～34歳の既卒未婚女性の就業率を85％から88％に引上げ  
25～44歳の既婚女性の就業率を57％から71％に引上げ  

フルタイム労働者の労働時間を短縮する  

2017年までに  

完全週休二日制の100％実施 年次有給休暇の100％取得  

残業時間の半減 フルタイム労働者の年間実労働時間を1割短縮   
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【当分科会との関係で提起される課題】  

多様で公正な働き方が実現していく中で、家族の機能が営めるように、それぞれ  
の地域において家族を支援し、すべての子ども、すべての家族を大切にする0  

多様な働き方の選択肢の中から選択して働くことと、結婚や出産ヰ育てが二  
者択一にならないための、社会的な制度や地域のサービス基盤の整備  

ライフスタイル、ライフサイクルにあわせた、家庭で子育てを行うことへの支援  
《就労と家庭・地域生活の様々なバランス、姿》  
・就労者の生活時間  

・育児休業中  

■部分的な就労／休業  

■一時的な離職／再就職  

・専業主婦（夫）  

tひとり親家庭  

どのようなライフスタイルを選択  

していたとしても共通する、家庭  
において子育てを行うことへの  

支援  
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6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  
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（資料）OECD＝SocietyataGIance2005 4   



第1子出産前後の女性の就業状況の変化  

出産1年前  

出産半年後  

有職 32．2％  

（資料）厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査結果」（平成14年）5   



我が国の女性の労働力率（全体と配偶関係別）  

未婚女性と有配偶女性  女性全体  

100％   100％  

0％  0％  
15－1920＿2425＿2930－3435－39仙4445－4950－5455－64 65－（歳）  

（資料）総務省「労働力調査」6   

15＿1920＿2425－2930－3435－3940司445－4950－54弥5960刷65－ （歳）  



有配偶女性の労働力率の国際比較（2005年）  

100％  

（歳）  

15－19 20－24 25－29 30－34 35－39 40－44 45－49 50－54 55－59 60－64   

（資料）‥総務省統計局‥国勢調査（平成17年）、Eurostat‥TheEuropeanUnionLabourForceSurvey 7   



未婚女性と有配偶女性の労働力率の差の比較（2005年）  

フランス  スウェーデン  

100％   100％  

15－1920－2425－2930－3435－3940－4445－4950－5455－5960－64（歳）  15－1920－2425－2930－3435－3940－4445－4950－5455－5960－64 
（歳）  

（資料）＝総務省統計局‥国勢調査（平成17年）、Eurostat‥TheEuropeanUnionLabourForceSurvey 8   



子育て世代の女性の労働力率と  
認可保育サービス利用割合（3歳未満児）  

日本   フランス   スウェーデン   ドイツ   

女性労働力率（2005）  

25～29歳   71．6％   78．4％   83．2％   73．5％  

30～34歳   61．6％   78．9％   84．6％   74．4％  

35～39歳   62．3％   81．4％   88．1％   78．7％  

（うち有                                   己偶）  

25～29歳   48．4％   72．4％   78．8％   58．7％  

30～34歳   48．1％   74．6％   83．1％   64．8％  

35～39歳   54．5％   78．9％   88．6％   73．3％   

3歳未満児のうち認  20％（2006）   42％（2004）   44％（2004）   14％（2006）  

可された保育サービ  

スを利用する者の割  
∠ゝ  

旧西独8％ 旧東独39％  

※このほか、2歳児の  

26％が幼稚園の早  

保育所12％ 保育ママ2％  期入学を利用   

（資料）〈労働力率〉総務省統計局：国勢調査（日本）Eurostat：TheEuropeanUnionLabourForceSurvey（フランス、スウェーデン、ドイツ）  
〈保育サービス利用割合〉厚生労働省：福祉行政報告例（日本）Drees：L’accueilco”ec厄fetencrechefaamiTiaTedesenfantsdemoinsde6ansen  

2004（フランス）StabsticsSweden：StabsbcalYearbookofSweden2006（スウェーデン）StatistischesBundesamt：PressemitteiIungvoml・  
Marz2007“285000Kinderunter3JahreninTagesbetreuung”（ドイツ）  9   



育児休業と保育のつながり（フランス、スウェーデン）  
フランス  保育費用補助（保育ママ雇用助成）  

《6歳未満の子どもを預けて一定の職業活動に  
従事している場合に支給》  

賃金補助（休業中の所得保障）  

《第1子は6か月、   
第2子以降は3歳まで支給》  

乳幼児迎入れ手当（2004年から支給）   

3歳未満（第1子は6か月）の子どもを  

養育するため休業（部分休業含む）し  

ている場合には賃金補助が支給  

保育ママを雇用して子どもを預けて職  

業活動に従事する場合には保育費用  

補助が支給  

○保育ママを団体・企業から雇用する場合（子1人当たり）  

3歳未満  

428．28ユーロ（6．4万円）～642．40ユーロ（9．6万円）  
3～6歳  

214，15ユーロ（3．2万円）～321．20ユーロ（4．8万円）   

※所得額と子ども数により支給額が3段階に分かれる   

※自宅保育の場合は子ども数にかかわらず一定額（額は異なる）   

※部分休業・就業の場合は賃金補助と併給可能  

完全休業  

359．67ユーロ（約5．4万円）  
50％未満の就業  

232．52ユーロ（約3．5万円）  
50－80％の就業   

134．13ユーロ（約2．0万円）  
第3子以降で休業を1年に短縮  

587．90ユーロ（約8．8万円）  

基礎手当（3歳まで支給）171．061ユーロ（約2．5万円）※所得制限あり（約9割の家庭に給付）  

約2割が一般社会拠出金（ほとんどすべての所得に課さ  ※全国家族手当金庫から支給（財源は、約6割が社会保障拠出金（賃金の5．4％を事業主が負担）  
れる社会保障目的税っ家族手当分は税率1．1％）、残りが一般会計からの負担など）  

スウェーデン  
100％   

親保険による両親手当の支給とコ  

ミューンによる保育サービスの提供   

両親合わせて480日間、休業前給与  
の80％の両親手当（最後の90日間に  

ついては最低保障額）が支給  

その後はほとんどの子どもが就学前  

保育（pre－SChooJ又はfamilyday－  

care）を利用（社会サービス法で、コ  
ミューンには、申請後3～4か月以内  

に保育の場の保障が義務付け）  0歳児   1歳児   2歳児   3歳児  4歳児   5歳児  

（資料）StatistjcsSweden：StatisticaLYearbookofSweden2006  

※両親手当は親保険から支給（財源は事業主からの拠出金（賃金の2．2％）。保育サービスについては、コミューンに実施責任があり、公費により提供。  
（一部を親が利用料負担）  10   



労働者の労働時間の国際比較  

年間平均労働時間  
過労働時間50時間以上  

（2005）  
の労働者の割 

（2000）   

スウェーデン   1，587時間   1．9％   

フランス   1，535時間   5．7％   

ドイツ   1，435時間   5．3％   

イギリス   1，672時間   15．5％   

アメリカ   1，804時間   20．0％   

日 本   1，775時間   28．1％   

（資料）OECD：DatabaseonLabourForceStatistics（年間平均労働時間）、■LO：Workingtimeandworker’spreferencesinindustrialized  
countries：Findingtheba■ance2004（過労働時間50時間以上の労働者の割合）  11   



就学前児童が育つ場所（平成18年）  

03歳以上児のかなりの部分（4歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所  

03歳未満児（0～2歳児）で保育所に入所している割合は約2割  
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3歳児   4歳以上児  0歳児   1歳児  2歳児  

量的には幼保合わせればかなりの部分をカバー  

親の就労形態に柔軟に対応できるよう「認定こど  

も園」制度も整備  

幼児教育機能の充実  

就業継続の希望の増加に伴うサービス基盤の整備  

多様な働き方に対応した弾力的なサービス供給  

ワークライフバランスを実現していく中で、男女を通じ  
た家庭における子育てへの支援  
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